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第２３４５６号）」。代替氏名「代替氏名Ａ（東京地令５ワ第１２３４５

号）」、「代替氏名Ａ（横浜家川崎令５家イ第２３４５６号）」）。ただし、

債務名義が執行証書等の場合には、当該執行証書等に係る民事執行に関す

る手続の事件番号が付記されることが想定される。

また、民事保全に関する手続であって、その執行として登記又は登録が

される場合には、代替住所又は代替氏名に当該手続の事件番号が付記され

ることが想定される。

２ 秘匿決定を受けた登記権利者等の住所の登記の取扱いについて

(1) 秘匿対象者が登記権利者となる登記の申請があった場合には、当該秘匿

対象者が①配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成

１３年法律第３１号）第１条第２項に掲げる被害者、②ストーカー行為等

の規制等に関する法律（平成１２年法律第８１号）第７条に規定するスト

ーカー行為等の相手方若しくは③児童虐待の防止に関する法律（平成１２

年法律第８２号）第２条に規定する児童虐待を受けた児童等のいずれにも

該当しないとき、又はこれらのいずれかに該当するものの、住民基本台帳

事務処理要領（昭和４２年１０月４日付け法務省民事甲第２６７１号法務

省民事局長、保発第３９号厚生省保険局長、庁保発第２２号社会保険庁年

金保険部長、４２食糧業第２６６８号（需給）食糧庁長官及び自治振第１

５０号自治省行政局長通知）第６の１０の措置（以下「支援措置」という。）

を受けていないときであっても、登記権利者の住所について、平成２７年

３月３１日付け法務省民二第１９６号当職通知「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律第１条第２項に規定する被害者が登記権

利者となる所有権の移転の登記における登記権利者の住所の取扱いについ

て」（以下「平成２７年通知」という。）による取扱いに準じた取扱いを

することとして差し支えない。この場合に申請情報の内容として提供すべ

き住所としては、秘匿決定で定められた代替住所とすることはできず、登

記権利者の生活の本拠であり、かつ、添付情報として提供された登記権利

者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報（公務員

が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報）に

おいて前住所又は前々住所等として表示されているものとする必要があ

る。

なお、この取扱いをする場合の添付情報としては、平成２７年通知別紙
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甲号記１(1)の上申書（印鑑証明書を含む。）及び同記２の登記権利者の

前住所又は前々住所等が表示された当該登記権利者の住所を証する市町村

長その他の公務員が職務上作成した情報のほか、登記権利者が支援措置を

受けていることを証する情報に代えて、登記権利者が秘匿決定を受けた訴

訟事件等における秘匿事項届出書面の記載内容を証明する裁判所書記官が

作成した情報の提供を要する。

(2) 平成２７年通知及び上記(1)の取扱いは、秘匿決定を受けた登記権利者

がＤＶ被害者等である場合に、民事執行法第８２条第１項の規定により、

裁判所書記官が所有権の移転の登記の嘱託をするときにも適用して差し支

えない。

なお、この場合には、この取扱いを受けるために必要な登記権利者の上

申書（印鑑証明書を含む。）、登記権利者の前住所又は前々住所等が表示

された当該登記権利者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作

成した情報及び支援措置を受けていることを証する情報（上記(1)の場合

は、登記権利者が秘匿決定を受けた訴訟事件等における秘匿事項届出書面

の記載内容を証明する裁判所書記官が作成した情報）は、裁判所書記官か

ら嘱託情報と併せて提供される。

(3) 平成２７年通知及び上記(1)の取扱いは、秘匿対象者が秘匿決定がされ

た競売受理証明書又は債務名義を代位原因を証する情報として提供して代

位による登記の申請をする場合にも適用して差し支えない。

なお、この場合には、平成２７年通知中「所有権の移転の登記」を「代

位による登記」と、「登記権利者」を「代位者」と、それぞれ読み替える

ものとする。




